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�愛媛県告示第８８０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）……………………………………………………………………………………………………………（障がい福祉課）…６８８
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○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…６８９

○ 公共測量の実施の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…６８９

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…６８９
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○ 毒物劇物取扱者試験の合格者…………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…６９０

○ 砂利採取業務主任者試験の実施………………………………………………………………………………………………………………………（土木管理課）…６９０

公営企業公告

○ １．５テスラ磁気共鳴診断（ＭＲＩ）装置の借入れ……………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…６９０

○ 愛媛県立病院統合医療情報システム導入事業……………………………………………………………………………………（公営企業管理局県立病院課）…６９２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷三丁目１－１ 愛媛県
免疫に関する医療
（育成医療・更生
医療）

平成３０年
９月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

医療法人 滴水会 今治市末広町一丁目５番地５
号

ひうち園老人訪問看護ステー
ション

今治市黄金町二丁目２番地５
号

訪問看護ステーシ
ョン（更生医療）

平成３０年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第３０１０号 平成３０年９月１４日

平成３０年９月１４日金曜日 第３０１０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第８８４号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成３０年度の事業計画を、平成３０年８月３１日次のとおり定めた。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成３０年９月１４日から２７日まで

�������
�愛媛県告示第８８６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（水準測量）

２ 作業期間 平成３０年９月１０日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市来住町～松山市北井門二丁目

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第８８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第８８７号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年９月１４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１

大規模小売店舗を設置する者
の名称

伊予鉄道株式会社
株式会社伊予鉄�島
屋

株式会社伊予鉄グル
ープ
株式会社伊予鉄�島
屋

平成３０年
４月１日

平成３０年
８月２２日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１ 駐車場の位置及び収容台数 １０箇所

１，８１１台
９箇所
１，７４７台

平成３０年
９月１日

平成３０年
８月３１日

駐輪場の位置 ４箇所 ３箇所

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １７箇所 １６箇所

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

内宮地区の一部 平成３１年３月２０日まで 地籍調査

勝岡地区の一部 〃 〃

藤野地区 〃 〃

城山地区 〃 〃

西垣生地区（北
部） 〃 〃（概況調査）

馬木地区の一部 平成３１年３月３１日まで 地籍調査

和気地区 〃 〃

南吉田地区の一部 〃 〃

恩地地区 〃 〃

大井野地区 〃 〃

上総地区 〃 〃

水口地区 〃 〃

愛 媛 県 報平成３０年９月１４日 第３０１０号
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公 告

公営企業公告

�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成３０年８月２２日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１００１０ １００１９ １００２７ １００３４

１００３６ １００３７ １００５０ １００５６

１００６１ １００７４ １００８６

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００１ ２０００５ ２００２６ ２００２８

２００２９ ２００３０ ２００３１ ２００３２

２００３８ ２００６５ ２００７０ ２００７１

２００７８ ２００７９ ２００８２ ２００８６

２００８７ ２００９３ ２００９７ ２０１０４

２０１０５ ２０１０７ ２０１１０ ２０１３０

２０１４２ ２０１５４ ２０１６５ ２０１６６

２０１６８ ２０１６９ ２０１７３ ２０１８１

２０１８３

�������
�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に基づき、

平成３０年度砂利採取業務主任者試験を次のとおり実施する。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館３階会議室）

２ 試験の日時

平成３０年１１月９日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成３０年１０月３日（水）から１２日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

愛媛県土木部土木管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方

局建設部若しくは土木事務所

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３０年９月１４日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

１ 入札に付する事項

� 件名

１．５テスラ磁気共鳴診断（ＭＲＩ）装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 （主）大洲野村線

西予市野村町高瀬５２６番４から

同町高瀬５２６番３まで
旧 １６．２～３５．０ ０．０３９

西予市野村町高瀬５２６番１ 新 １６．２～４３．０ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 （主）大洲野村線 西予市野村町高瀬５２６番１ 平成３０年９月１４日

愛 媛 県 報平成３０年９月１４日 第３０１０号

６９０



１．５テスラ磁気共鳴診断（ＭＲＩ）装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成３１年３月１日から平成３７年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県立南宇和病院

（愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３の１）

� 設置完了日

平成３１年２月２８日（木）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成３０年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当する者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://www.pref.ehime.jp/h40180/e-bid-nyuusatsu/

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成３０年１０月１９日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成３０年１０月３０日（火）か

ら平成３０年１０月３１日（水）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１０月３１日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成３０年１０月３１日（水）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成３０年１１月１日（木）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成３０年１０月１９日（金）午後５時００分までに提出しなければ

ならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Magnetic

Resonance Imaging system，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，３１ October２０１８
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� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

平成３０年９月１４日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

１ 事業概要

� 事業名

愛媛県立病院統合医療情報システム導入事業（以下「本事業」

という。）

� 事業内容

愛媛県立病院統合医療情報システム導入事業プロポーザル募

集要項（以下「募集要項」という。）による。

� 履行期間

契約締結の日から平成３９年７月３１日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 技術提案書の提出者の構成

ア 技術提案書の提出者（以下「提出者」という。）は、本事

業を実施するために必要な能力を備えた単独の法人又は複数

の法人のグループとする。

イ 提出者は、募集要項に示す本事業におけるシステム構築等

を主体的に実施する法人（以下「システムベンダ」という。）

及び県と愛媛県立病院統合医療情報システムの賃貸借等に関

する契約を締結する法人（以下「リース会社」という。）に

より構成されるものとする。なお、システムベンダがリース

会社を兼ねることは可能とする。

ウ 提出者が複数の法人のグループである場合は、提出者を構

成する法人の中から、技術提案書の提出手続を主体的に行う

１法人を定めること。

� 提出者に必要な資格

次の事項に該当するもの。ただし、提出者が複数の法人のグ

ループである場合は、提出者を構成する全ての法人がアからオ

までに該当し、いずれかの法人がカ及びキに該当していればよ

いものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第

１項各号のいずれにも該当しない者であること。

イ 知事の審査を受け、平成２９年度から平成３１年度までの製造

の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、

参加資格要件確認申請書の提出の期限の日から技術提案書の

提出の期限の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止

の期間中にないものであること。

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規

定による更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定による破産手続開始の申立て又は会社法（平成１７

年法律第８６号）の規定による特別清算開始の申立てがなされ

ていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会

社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を

除く。）。

エ 技術提案書の提出の期限の日前６か月間において、振り出

した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止さ

れていないこと。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員が役員とな

っている法人その他の団体又はこれらの者の利益となる活動

を行う者でないこと（アに該当する者を除く。）。

カ 平成２５年度から平成３０年度までの間に、日本国内において

５００床以上の一般病床を有する病院の電子カルテを核とした

医療情報システムの開発業務を履行した実績を有する者であ

ること。

キ 平成２５年度から平成３０年度までの間において、経営主体が

同一である複数の病院において、一体的な医療情報システム

の開発業務を履行した実績を有する者であること。

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア システム性能

包括的基本要件、ソフトウェア要件、ハードウェア要件及

びネットワーク要件に関する提案の妥当性

イ 提案概要

県立病院の業務の効率化及び質の向上等に関する提案の有

効性

ウ 事業コスト

本事業に係るコストの経済性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７９４

� 募集要項の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

平成３０年９月１４日（金）から同月２７日（木）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加資格要件確認申請書の提出の期限、場所及び方法

ア 期限

平成３０年９月２７日（木）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参により提出すること。

� 技術提案書の提出の期限、場所及び方法

ア 期限

平成３０年１１月５日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
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ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７９４

� その他

詳細は、募集要項による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Project

of Hospital Information System for the Ehime Prefectural

Hospitals，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，２７ September

２０１８

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，

５ November２０１８

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Property Management Section，General Affairs

Division，Public Enterprise Management Bureau，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成３０年９月１４日 発行
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